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1０日（水）
・10月分源泉所得税

住民税の特別徴収税額の納付
15日（月）
・所得税の予定納税額（第2期）の減額申請

３０日（火）
・9月決算法人の確定申告
・10月分社会保険料納付
・3月決算法人の中間申告
・3月,6月,12月決算法人の消費税

3か月ごとの中間申告

～必要書類～

①全従業員様の12月支給分までの給与明細
②令和３年分の給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
③給与所得者の配偶者控除等申告書
④給与所得者の保険料控除申告書
⑤給与所得者基礎控除申告書

※⑥⑦⑧は該当する方のみ
⑥個人で加入されている生命保険

地震保険などの控除証明書
⑦給与所得者の

（特定増改築等）住宅借入金特別控除申告書
⑧住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

肌寒さが身にしみるようになりましたが
いかがお過ごしでしょうか。
約一年ぶりに飲食店などの

時短要請も解除されましたのでどこかに
お出かけでもしたいですね。

今年の関西の紅葉は
11月中旬ごろからが見頃のようです。

今年も後二ヵ月温かくしてお元気でお過ごしください。

⑥⑦⑧は各個人のご自宅宛に届き始めていると思います。
書類がある場合は他の書類と一緒に浦野会計事務所まで
ご提出よろしくお願いいたします。

⑦の資料は一般的に住宅ローン控除と呼ばれるものです。住
宅ローン控除を受けるに当たり初年度は確定申告が必要にな
ります。もし今年マイホームをご購入され控除を受けようと
思っている方はご注意ください。昨年以前に住宅ローン控除
の確定申告をされた方はご自宅に⑧の用紙が届きますので無
くさないようにお願いいたします。



上図のように免税事業者の場合預かった消費税について納めなくてよいので
消費税分も儲けの一部となります。いわゆる「益税（税金なのに利益になる
もの）」と呼ばれるものです。
課税事業者から見れば不公平に感じるかもしれません。
今回のインボイス制度導入でこの「益税」の問題を解消しようと考えられて
います。
そのため適格請求書の発行について次のような制限をかけました。

免税事業者は、「適格請求書」の発行ができないということです。前号でも
言いましたが令和5年10月1日以後、取引相手から適格請求書を受け取らな
いと売上の所費税から差し引くことが出来ないので納める消費税が増えるこ
とになります。
つまり適格請求書を発行する課税事業者同士で取引したほうが得になるとい
うことです。適格請求書を発行するには届出をする必要があるのですが、免
税事業者は、原則として適格請求書の発行者となる届出と「課税事業者の選
択」の届出をしなければなりません。

「じゃあ適格請求書なんて発行できなくていいから免税事業者のままでいた
い」と考えられる方もおられるかもしれません。しかし課税事業者である取
引先から見た場合、同じものを適格請求書発行事業者と適格請求書を発行で
きない免税事業者から仕入れるとした場合に適格請求書を発行できない免税
事業者から仕入する場合に取引先からすれば、適格請求書を発行する事業者
と取引したほうが有利になるので免税事業者とは取引をしないという方向に
向かうことも考えられるので慎重に検討する必要が出てきます。

前号では、適格請求書（インボイス）の様式・記載事項についてお話いたし
ましたが、今回は、インボイス制度の導入によりどのような影響がでてくる
のかを見てゆきたいと思います。
一番大きな影響が出るのが、免税事業者となっている小規模な事業者になり
ます。下記で詳しく書きますが適格請求書は、免税事業者は発行できないか
らです
では免税事業者と課税事業者の違いについて見てゆきます。

適格請求書（インボイス）保存方式について（第２回）


